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Ⅰ　はじめに

我が国では、少子高齢化が急速に進行しており、今後、高齢者の一人暮らしや高齢者夫婦のみ
の世帯が更に増加すると予測されています。また、高齢者の増加に伴い、認知症高齢者の増加や
高齢者虐待、孤立死など問題が顕在化しております。
このような中、高齢者が住み慣れた地域で、安心して暮らしていくためには、医療、介護、予

防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく一体的に提供される「地域包括ケアシステム」の実
現に向けた取組を進めていく必要があります。そのためには、公的なサービスの充実はもとより、
地域住民やＮＰＯ、各種団体などの地域の様々な社会資源が連携して、共に支え合う体制づくり
を進めることが不可欠となっています。
こうした地域の支え合い体制が機能するためには、家族や友人、近隣住民、ボランティアとい

ったインフォーマルなサポートと、保健や医療・介護・福祉の専門職、団体、機関によるフォー
マルなサポートが連携するネットワークの存在が重要なポイントとなります。
地域包括支援センターは、こうした地域の社会資源の連携のコーディネートや介護予防を推進

し、高齢者の生活を支える中核機関として、平成18年４月に創設されて以来、その果たす役割が
ますます重要になってきております。平成24年４月から施行される改正介護保険法においては、
「地域包括支援センターは、介護サービス事業者、医療機関、民生委員、ボランティア等の関係
者との連携に努めなければならない。」とされたところです。
このため、この「地域支え合い体制づくり調査研究事業」においては、まちづくりという視点

に立ち、県内のセンターの現状分析やモデルセンターにおける取組の検証を通して、センターが
地域における支え合いネットワークの中核として十分に機能を発揮していくための方策の方向性
を提示しております。
センターの機能強化のためには、センター自らの努力はもとより、その設置の責任主体である

市町村の支援、地域の関係機関や住民の理解と協力が不可欠でありますので、この報告書が、そ
れぞれの立場で取組を進める際の参考としていただくことを期待申し上げます。

平成２４年３月

栃木県保健福祉部高齢対策課長　和田　裕二
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Ⅱ　地域支え合い体制づくり調査研究事業の概要

１　趣　旨
地域包括ケアシステムの構築に向け、地域包括支援センター（以下「センター」という。）

が地域における支え合いネットワークの中核として十分に機能を発揮していくための方策を検
討し、その普及を図ることを目的とします。

２　調査研究事業の実施
調査研究事業は、県が、地域における支え合い活動やネットワークづくりに関する知識や経

験を有している特定非営利法人宇都宮まちづくり市民工房に委託して実施しました。なお、実
施に当たっては、栃木県地域包括・在宅介護支援センター協議会及び宇都宮大学陣内研究室の
協力を得ました。

３　調査研究事業の内容
（1）県内のセンターの現状把握及び分析
①　地域の社会資源（介護サービス事業者、医療機関、民生委員、ボランティア等）との連
携状況等に係る県内の各センターに対する配票調査の実施
②　地域における支え合いネットワークに係る特徴的な取組を行っているセンターに対する
インタビュー調査（必要に応じて）
③　上記①②の調査の集計・分析

（2）モデルセンターにおける取組の検証等
①　他のセンターのモデルとなる取組を行うセンターを選定し、当該センターにおける取組
内容を検証
②　モデル的な取組について、県内への普及方策を提案
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Ⅲ　モデルセンターの取組と検討結果

本章では、モデルとして選定した地域包括支援センターでの取組とワークショップ等による検
討結果を整理します。

１　モデルセンターの選定
本県には86か所（平成23年10月１日現在）のセンターが設置されています。そのうち、直営

のセンター数は18か所、委託は68か所です。市町村別に見ると、直営のみが10自治体、委託の
み14自治体、直営と委託両方が２自治体となっています。モデルセンターの選定に当たっては、
直営と委託それぞれから選定することを前提とし、立地地域の特徴、地域との関係性、取組の
内容などを勘案しました。その結果、鬼怒地域包括支援センター（宇都宮市委託）と芳賀町地
域包括支援センター（芳賀町直営）を今回の分析対象として選定しました。
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２　鬼怒地域包括支援センターの取組
（1）センター及び担当地区の概要
①　センターの基本情報

②　センターと御幸地区との関わりについて
本センターの担当地区は御幸地区、御幸ケ原地区、平石地区の３地区ですが、今回の調

査では、御幸地区に焦点をあてて実施しました。その理由として、センターが設置されて
いる地区であり、包括的継続的ケアマネジメント支援事業の一環として、平成23年度に御
幸地区連合自治会の了解の下、センターが地域課題の抽出をした経過があるなど、連合自
治会との関係が良好であることが挙げられます。
センターが地域課題の抽出を行った際、課題が重層化していること、早急な対応が必要

な課題があることなどが確認されましたが、その全てをセンター機能で対処できるわけで
はなく、専門職としての限界を痛感することとなりました。
同じ頃、連合自治会長から、地域における互助の仕組みを強化するにあたり、地域包括

支援センターの機能を活用したい旨要請がありました。これを機会に、センターの事業趣
旨と内容を地域の方々に説明し、10年後に住みよい地域を実現するために、センターと地
域住民、関係機関との協働体制を構築する方向で活動を始めています。

③　御幸地区の概要
御幸地区は、行政区としては東町、御幸町、御幸本町の３町から構成されていますが、

自治会の地区割りが行政区と異なるため、人口動態等のデータが複雑となっています。
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町別統計データ（表1）を見ると、３町合計の世帯数及び人口は平成21年から23年でさ
ほど大きく変化していませんが、65歳以上の一人暮らしが約15％増えているのが大きな特
徴です。この傾向は、自治会別の統計データでも同様で、９自治会合計の世帯数は、-4.67％
と微減ですが、65歳以上の一人暮らしの比率が16.6％と増加しています。しかも、65歳以
上の住民のうち一人暮らしをしている高齢者の割合が、９自治会合計で22.7％、最も低い
御幸本町・中央・うわの・日の出でも18.2％、最も高い東町では28.8％（病院入院中の30
名を除いた数字）となっています。
御幸地区のもう一つの特徴は、自治会の区割りです。地区の東北に位置する御幸公園を

はさんで、御幸本町うわの自治会と御幸本町日の出自治会がありますが、前者の世帯数は
31、後者は34と、少ない世帯で構成しています。これが、自治会運営の大きな課題となっ
ています。また、地区の東に上野東自治会が離れて存在しています。こちらは町としては
平出町に含まれます。さらに、御幸本町南自治会は平出工業団体を挟んで東西に分割して
存在しています。

（2）地域との連携に関するセンターの取組
①　「地域ケア会議」の開催

鬼怒地域包括支援センターは、連合自治会の配慮もあり、地区と良好な関係を築いてい
ます。地域に対して「出過ぎず、目立たず、やり過ぎず」を活動理念としていることもあ
りますが、センターの運営が業務委託による性質上、独自性をもった活動は比較的少ない
と言えます。
センターが中核業務として位置づけているのは包括的・継続的ケアマネジメント支援業

務です。そして、地域のネットワーキングの手段として地域ケア会議を活用しています。
（※宇都宮市業務委託仕様書は地域会議と標記）
従来の会議では、事業報告、事務連絡が中心で、議論の展開がされないものでしたが、

実りのある会議運営をとの思いから、手始めに独居高齢者世帯の生活課題抽出に向けた調
査活動を実施（各種団体・サンプル独居世帯への調査）しました。この調査結果を地域に
示すことで、地域課題との認識がされ、住民主体での活動がされるよう意識をして、会議
運営に努めています。
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②　「みゆきのより道、さんぽ道」の開設
地域から単身高齢世帯のニーズとして「交流の場」の必要性が挙げられたことから、地

域ケア会議の議題として取り上げましたが、その必要性は共有化されたものの、地域が一
歩を踏み出せない状況でした。
「高齢者支援は行政責務」といった地域の閉塞感を打破すべく、地域への啓発活動、地

域包括支援センターの周知活動として、高齢者サロン「みゆきのより道、さんぽ道」を平
成23年10月、連合自治会共催として開設しました。毎回、10名程の集いがあり、参加者は
思い思いの時間を過ごしています。
開設に至った喜びもつかの間、運営主体・経費等の課題にも直面しています。「集いの

場」を可視化することで地域住民とイメージを共有化することを当座の目標としています。
果たして成果は如何に。楽しみ半分、苦悩半分、複雑心でのスタートとなっています。

（3）ワークショップの結果
鬼怒地域包括支援センターでは、10年後に住みよい地域を実現するために、センターと地

域住民、関係機関との協働体制の構築に向けた取組を始めたところであることから、「セン
ターと地域（自治会等）との協働体制をいかに構築していくか」という観点で、鬼怒地域包
括支援センター職員、御幸地区自治会長および自治会事務局職員らが参加して、ワークショ
ップを開催しました。

①　第１回ワークショップ

【御幸地区が直面している課題】
各自治会長より、地域が抱える課題を挙げていただきました。６地区共通していたのは、
ア　自治会への加入率の低下
イ　一人暮らし、二人暮らしの高齢者の増加
ウ　空き家の増加
エ　住民の居場所がない　でした。

「ア　自治会加入率の問題」は、アパートやマンションが多い自治会で特に顕著でした。
ところが、一戸建てが増えているところでは、若い世代（子育て中）の転入者が多いた

め、自治会に加入しているとのことでした。また、住民の高齢化が進んだために、今まで
加入していた世帯が脱会するケースも増えています。もともとの世帯数が少ない自治会で
は、役員が固定化し、さらに兼務せざるを得ないことから、負担が大きくなって脱会する
住民も出ています。新規加入率だけでなく、こうした事例がこれからますます増えること
が予想され、自治会運営がさらに難しい局面を迎えるであろうとの印象を受けました。
「イ　高齢者のみの世帯の問題」は、統計データと一致しており、特にここ数年で増え

ていると実感されています。しかし、個人情報保護により、地域でどの世帯が一人暮ら

－6－

Ⅲ



し・二人暮らしなのかを共有することができず、対応が後手に回っています。
「ウ　空き家の増加」は、上記世帯がやがて空き家となるケースが多いのですが、個人

の資産について自治会が口を出すこともできず、そのままの状態で放置されています。治
安悪化を防ぐためにも、空き家への対応を何とかしたいが、その方法がなく困っていると
のことでした。
「エ　住民の居場所がない」は、高齢化が進み、地域への関心が希薄化する中で、住民

が気軽に集まることができる場所が欲しいとの声が聞かれた。しかしながら、30世帯ほど
の自治会では、自前で公民館を準備することができず、飛び地のように存在する自治会の
場合は地域コミュニティセンターから離れていることから不便、といった事情もあります。

地域に増えている空き家をうまく活用して住民の居場所づくりを進め、そこに高齢者や
障がいを持った方々、子どもたちなどが集まるようになれば、地域の安心安全も高まるの
では、と思いますが、実際には自治会が主導的にこうした取り組みをするにはマンパワー
も足りず難しいのが現状です。課題を認識しながらも、有効な解決策を見いだせない手詰
まり感が感じられました。
今回初めて、地域包括支援センターと自治会長が会議を持ち、各地域の課題を共有する

ことができました。今後、地域包括ケアを進めるにあたり、ここで挙げられた課題解決に
どう取り組むか、その際地域包括支援センターの役割はどうなのか、を検討することにな
ります。
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②　第２回ワークショップ
第１回ワークショップで挙げられた課題について議論するため、もう一度自治会長なら

びに民生委員等に声をかけて、ワークショップを開催しました。

第１回ワークショップで出された課題について、各参加者から意見を出し合いながら下
記３点を優先順位の高い課題として取り上げ、自由討議をすることになりました。
ア　自治会運営・地域
イ　空き家・公民館
ウ　道路事情・災害（時間が足りなかったため、次回に持ち越し）

【御幸地区で鬼怒地域包括支援センターが果たす役割】
ワークショップの中で、地域包括ケアの考え方に基づいて、御幸地区で鬼怒地域包括支

援センターが果たすことができる役割について、鬼怒地域包括支援センター長が簡潔に述
べていました。それは、

「地域の活性化の中心は自治会。その自治会が様々な組織とネットワークを結ぶ橋渡
しをするのが、地域包括支援センターならびに社会福祉協議会等関連機関の役割。有
益な社会資源のネットワーク化が「居場所」を介して促進される。
この空間の創造に向けて住民、地域包括支援センター、社会福祉協議会等関連機関

の思いの共有化が急務とされる。」
というものでした。
今後、優先順位を付けた課題の解決を議論するための定期的な会議の開催が望まれます。
そこでの議論から、上記「地域における居場所の確保」と「地域社会資源のつながり」が
実現できれば、地域包括ケアへの道が開けてくると思われます。
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（4）センター職員の声
モデルセンターとして今回の調査研究事業に取り組んだ鬼怒地域包括支援センター職員か

ら、感想や意見等を伺いました。

（5）まとめ
今回検証した、鬼怒地域包括支援センターの取組と２回のワークショップは、地域との関

わりを模索するセンターにとって幾つかのヒントを与えてくれる事例となりました。
センターの職員は、必ずしも担当地域に住んでいる者とは限りません。もちろん介護予防

プラン作成等の業務を通して、地域を良く知り、さらに利用者と緊密な関係を築く努力を
日々行っていますが、当該地域の課題を肌身で感じ、それを住民と共有するまでには多くの
時間が必要となります。また、年齢の若い職員が多く、彼・彼女らがいきなり人生の大先輩
である地域リーダーの方々と対等に意見を述べ合うのは難しいでしょう。それは、御幸地区
連合自治会と共に地域課題の抽出を行うなど、地域と良好な関係を築いている鬼怒地域包括
支援センターといえども例外ではありません。
今回の２回のワークショップは、センター職員が、地域が直面する課題を、リーダーであ

る単位自治会長の生の声として聞くことができる初めての機会となりました。その試みは、
職員の方の感想にもあるように、自分たちの思いと自治会が望む方向に差があることに気付
く結果となりました。こうした気づきは、これからの地域包括支援センターの役割を考える
うえで、非常に重要になります。
地域包括支援センターは、専門員が連携して高いスキルでのサービスを提供する個別支援

を行っています。そこから、地域内に存在するさまざまなケースを把握することができます。
さらに、地域リーダーの声を聞くことができれば、地域全体が抱える課題を包括的に捉える
ことができます。それは、地域の現状を的確に分析するために必要な情報を持つことを意味
します。
これからの地域包括支援センターの一つの在り方として、地域課題に関する情報を包括的

－9－

Ⅲ



に収集し、その分析を通して地域の実情を可視化し、課題の解決に向けて関連機関へ橋渡し
するという役割が考えられます。個別支援を通して得た情報に加え、全体を俯瞰した中から
得た情報も得ることで、地域の望む方向を理解することが可能になります。
今日の地域社会は、住民の価値観が多様化し、その結果、課題解決者として地域が担うべ

き役割は、膨大なものとなっています。一方で、コミュニティが脆弱化したため、住民の自
発的なつながりによる課題解決が難しくなっています。一つの組織で課題解決に取り組むの
ではなく、地域に存在する多様な社会資源が連携し、各々の強みを活かして解決に取り組む
構図が有効であると思われます。
地域包括支援センターは、地域課題の情報収集と分析を行い、地域内の社会資源がその情

報に接する機会を設ける、すなわち橋渡しを担う、そこから地域支え合いが自発的にもしく
は包括支援センターが作ったきっかけをもとに始まる、その結果さらなる情報が得られるよ
うになる、こうした循環によって、包括ケアシステムがより有効に機能するものと考えられ
ます。
このことを検証するために、市町村が設置する地域包括支援センター運営協議会を積極的

に活用することが有効であると思われます。
また、地域福祉計画・地域福祉活動計画とも連動し、これらを軸に、社会福祉協議会、他

各種団体と協働をすることでよりスムーズな展開が可能となります。特に社会福祉協議会と
はコミュニティワーク・ケースワークの違いをもって、業務連携・分業が今後のポイントで
あり、大きな可能性を秘めているのではないでしょうか。
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参考資料①　（鬼怒地域包括支援センター提供資料）
鬼怒地域包括支援センターの取組　パワーポイント
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３　芳賀町地域包括支援センターの取組
（1）センター及び担当地区の概要
①　センターの基本情報

本センターは芳賀町の直営であり、健康福祉課（福祉係、健康係、介護保険係、地域包
括支援センター係）に所属しています。
今年度後述する「芳賀町高齢者見守りネットワーク事業」を始めるなど、地域福祉、助

け合いの地域づくりにも積極的に取り組んでいるセンターです。
芳賀町は、祖母井町、南高根沢村、水橋村が合併し、昭和29年３月31日に誕生しました。
県都宇都宮市の東に隣接し、面積は70.23h。町内には、国内有数の自動車メーカーの開発
センターなどが立地している芳賀工業団地、芳賀・高根沢工業団地があります。
平成23年３月末現在（住民基本台帳より）、芳賀町の総人口は16,565人、うち若年人口

（０～14歳）2,159人（13.0％）、生産年齢人口（15～64歳）10,377人（62.7％）、高齢者人口
（65歳以上）4,029人（24.3％）であり、いわゆる“超高齢社会”（高齢者人口が21％以上）
となっています。高齢者人口は、前期（65～74歳）が1,755人、後期（75歳以上）が2,274
人です。
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平成20年10月現在の自治会別高齢者人口の内訳をみると、高齢化率が最も高いのが給部
自治会（高齢者人口60人÷186人＝31.7％、）、最も低いのが東水沼自治会（高齢者人口351
人÷1,988人＝17.7％）であり、自治会によって高齢化率にかなりの差があることが分かり
ます。また、同じ統計データによれば、一人暮らし高齢者は230人、二人暮らし高齢者世
帯は236世帯となっています。

自治会加入率（平成23年４月現在）は、76.4％（自治会加入世帯数3,931÷総戸数5,145）
で、最も高い自治会の加入率は87.0％（141÷162）、最低は47.2％（102÷216）となってい
ます。自治会が地域福祉、まちづくりの一つの基盤であることを考慮すれば、加入率が低
い自治会の今後が憂慮されます。
次に、芳賀町の要介護認定者の状況ですが、認定者数は、平成12年度の357人が、平成

22年度には670人に増加しています。それぞれの高齢者人口比は、9.6％、16.7％です。要
介護度別に推移（平成12年度→22年度）を見ると、要介護１：79人→130人、要介護２：
65人→105人、要介護３：62人→114人、要介護４：66人→92人、要介護５：59人→90人と
なっています。
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（2）地域との連携に関するセンターの取組
本センターによる特色ある取組として、芳賀町見守りネットワーク事業、地域ケア会議を

紹介します。なお、生きがいサロン事業は、地域資源の活用や地域介護予防の観点からも重
要であるため、概略を記します。

①　芳賀町見守りネットワーク事業
芳賀町では、地域包括支援センターの働きかけにより、地域住民、自治会、民生委員、

事業所、関係機関等が連携した高齢者見守りネットワークが構築されています。
まず、「稲毛田みまわり隊」ですが、地域包括支援センターが稲毛田自治会に取組につ

いて打診し、取組への働きかけを行った結果、みまもりの必要性が地元議員や自治会役員、
地域住民に周知され、平成22年10月に隊が発足しました。同隊は芳賀町における住民主体
による見守り活動のモデルとなっています。
また、平成23年５月からは、事業者等による「芳賀町見守りネットワーク事業」通称：

みまネット）を開始しました。
みまネットは、地域住民、自治会、民生委員、事業所（新聞販売店、郵便局、ＪＡ、金

融機関、タクシー会社など33事業所）が連携し、高齢者や障がい者などの見回りを行い、
日常生活の異変をより早く発見することで、安心して生活できる環境をつくることを目指
しています。具体的には、「新聞が何日もたまっている」などの異変に気付いたら、セン
ターか町社会福祉協議会に知らせる。センターと協議会は、関係部署との連絡や警察、消
防との連携など必要な措置をとるという仕組みです。（後掲参考資料①参照）
みまネットの円滑な運営に向けて、研修会等も計画的に実施することとなっています。

平成23年12月には、「みまネット報告会」と講演会（「住みよい芳賀町にするために　～地
域のつながり再発見～」）が、芳賀町役場にて開催されました。センター職員による報告
会では、みまネットによる成果の事例が詳しく紹介されました。（後掲参考資料②参照）
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②　地域ケア会議の開催
芳賀町地域包括支援センターでは、介護サービス事業所やケアマネジャー等を集めて

「地域ケア会議」を開催しています。
同会議では、個々のケアマネジャー等が抱える事例の解決に向けて、外部講師を招いて

「スーパービジョン」の手法を取り入れていますが、ケアマネジメントのスキルアップや
ケアマネジャー同士の連携促進、個別・困難事例に対する対応力の向上などに効果があり、
参加者からも好評を得ています。こうした取組は、ケアマネジャーと顔の見える関係づく
りや信頼関係の構築はもとより、地域における課題解決能力の底上げにも資するものです。
○名称：地域ケア会議
○参加者：芳賀町地域包括支援センター職員、町内の介護サービス事業所（６事業所）、

芳賀町住民を担当しているケアマネジャー（18人）、介護者の会会員等
○開催回数：年５回程度

③　生きがいサロン事業
町内17箇所の公民館等で週１回、60歳以上の一般住民及び要介護になるおそれの高い二

次予防事業対象者に、閉じこもり予防・生活機能低下防止・生きがいづくり・居場所作
り・仲間作り等介護予防を目的として、平成13年度より実施されている事業です。介護予
防の研修を受講した一般住民がスタッフとなりレクリエーションや運動指導等を行い、高
齢者の機能維持と元気作りを行っています。時々専門スタッフによる運動、口腔指導や健
康相談教育事業も行われています。平成22年度の実績は、参加者223人、開催回数延719回、
延参加者7,100人でした。
参加者の大半が女性であるため、今後は男性が来やすい、居やすい生きがいサロンの新

設が必要と考え、24年２月に男性サロンが開設されました。

（3）ワークショップの結果
芳賀町地域包括支援センターでは、高齢者見守りネットワークの構築が進むなど、地域住

民等と連携した取組が進展していることから、「“芳賀町に住んでてよかった”と思えるため
のビジョンをセンターと地域が共有し、いかに取組を深化させていくか」という観点で、地
域包括支援センター職員、町担当課職員、みまネット参加の自治会役員・事業者などとのワ
ークショップを行いました。

①　第１回ワークショップ
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【センターの強みと弱み】
芳賀町直営の本センターの強みとして、「町役場の直営であるという信頼・ブランド力」

「庁内や他機関との連携」「情報の収集力の高さ」「非営利」にグルーピングできました。
基本的には“役場”と一体としてセンターが住民等から理解されていることなどから、セ
ンターへの信頼度は圧倒的に高くなっています。また、ソフト面を大事にできるなど、地
域に根ざした事業展開を展望した場合、非常に有利な立場にあることが分かりました。
一方、弱みについては、「町役場の直営であるというブランド」「中立・公平」「事業の

枠」「情報過多」「人事異動」にグルーピングできました。町役場の直営であるが故に、地
域包括支援センターとして認識されておらず、無理難題を投げかけてくる住民もいたりし
ます。また、直営なので予防プランのウエイトが重くなるなど、事業展開の柔軟性に欠け
ます。さらには、定期的な人事異動があるため、住民との信頼関係を構築することが困難
な側面もあります。
以上のように、直営であるが故の強み、弱みが明らかになった訳ですが、地域の理解と

協力がなければなかなか進めない地域支え合い体制の構築という観点に絞れば、直営であ
る本センターは極めて恵まれたポジションにあると言えます。

【センターの将来像と達成手順】
上記の強みと弱みを参考にしつつ、本センターの目指すべき将来像とその達成プロセス

について検討しました。将来像としては、「住民・事業所・町職員に必要とされるセンタ
ー」「ワンストップサービスができるセンター」としてまとまりました。
○　まずは稲毛田地区でのみまネットをしっかりと展開し、その広報・周知に努める。
○　次に、センター職員の専門性を研修等によって高めるとともに、個別ケースを通し
た医療機関等との連携を強める。

○　また、地域のケアマネージャーのスキルアップを目指すとともに、高齢者人口の増
加を見越してセンター職員の増員等を行う。

○　そして、みまネットを全自治会に広げ、住民のＳＯＳにタイムリーに対応できるセ
ンターと進化していく。
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②　第２回ワークショップ

地域支え合いの体制づくりのネットワークを構築するには、現状と課題の把握、目的の
共有化がまずは必要です。このような集まりを継続的に行い、情報交換のレベルから進め
ていくべきです。
継続することで目的の共有も強化されますが、いずれにしても、芳賀町でみんなが幸せ

に暮らし続けることができるようにするために、地域支え合いのビジョン検討と策定が必
須です。（後掲参考資料③参照）
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（5）センター職員の声
モデルセンターとして今回の調査研究事業に取り組んだ芳賀町地域包括支援センター職員

から、感想や意見等を伺いました。
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（6）個人による居場所づくり
本町には、個人による居場所づくりの取組があります。現地調査と聞き取り調査の結果を

紹介します（平成23年11月25日に調査実施）。

①　小林さんによる若者のための居場所づくり（個人宅であるため写真撮影せず）
ご本人は民生児童委員、教育相談員、子どもと親の相談員でもあり、現役時代は教員で

した。相談員として不登校の子どもと出会ったことが、居場所を自宅で始めたきっかけで
した。不登校ではあるが、子どもたちは元に戻るチカラを持っており、それを支援したい
と考えたのです。子どもたちと長いつきあいの仲間づくりができれば、と願っています。
居場所づくりのコツとして、自宅で楽しく、自分自身のためにも、ほどよい距離感、負

担に感じない程度で、というキーワードが印象的でした。
米国からの帰国子女Ｔくんは、小学校４年生です。平成23年３月11日の東日本大震災後、
Ｔくんが精神的に不安定になったと母親から相談がありました。一度来るようにうながし、
その後金曜の放課後に定期的に来るようになりました。親には言えない悩みも言ってくれ
るようになりました。友達がなかなかできないのがＴくんの悩み。友達と遊べるようにな
るのが理想です。小学校２年生の妹がここで習字を習っています（こちらは月謝あり）。
16歳の女子２名も定期的に来ています。

②　稲葉さんによる居場所づくり
９時～17時オープン（ただし稲葉さんが不在の場合はクローズ）しています。開設して

から13年になります。自宅だと気兼ねするので、現在の別宅に引っ越しました。
烏山町、真岡市や茨城県から来る人もいます。芳賀町の道の駅に居場所の仲間等と創っ

ている作品を展示しており、それを見た人が興味を持って来るようになることもあります。
つながりは多様です。
警察官が立ち寄ることもあるが、大半は女性高齢者であり、男性は少数です。料理、手

芸など得意技を相互に教え合っています。みんなに役割と出番をつくることが大切。そこ
に責任感が生まれます。
料理をつくるのが楽しいし、みんなが食べてくれて喜んでくれるのが嬉しい。参加者か

らは材料費のみいただいています。
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（7）まとめ
①　直営の強みと弱み

直営のセンターは、直営であるが故の利点もあるが弱点もあります。センターの強みで
ある「町役場の直営であるという信頼・ブランド力」「庁内や他機関との連携」「情報の収
集力の高さ」という利点を最大限に活かした、事業展開が期待されます。地域支え合い体
制づくりという観点からも、これらの強みは大いに発揮されるものと考えられます。実際、
昨年度稲毛田地区にて「稲毛田みまわり隊」が先行して始まったのも、町役場と自治会と
の連携が培われてきた成果のひとつであろうことがうかがえます。

②　高齢者見守りネットワーク
一方、高齢者見守りネットワークについては、今後いかにしてＰＤＣＡサイクルをまわ

し、持続可能なシステムにしていくのか、ということが課題となっています。
「みまネット」に関しては、第２回ワークショップにおいて、「みまネット」の協力事

業者より、本業の中で「みまネット」を担っていくことの困難が吐露されました。このよ
うな現場の悩みや不安に対しては、12月に開催された事例報告会を含む研修会が重要であ
ることが認識されました。情報の共有化、やる気の維持（「自分たちがやっていることが
地域に役立っているという実感」）のためにも継続した展開が期待されます。つまり、地
域支え合い体制づくりのためのＰＤＣＡの中に、研修会をしっかりと位置付けることが求
められるのです。
また、地域住民主体の見守り活動に関しては、稲毛田地区でモデルとして先行実施され

ていますが、今後、こうした取組を町内の各地域に広げていく必要があります。そのため
には、地域住民に見守りの必要性を周知し、地域での取組を後方支援する地域包括支援セ
ンターの役割が重要となります。
地域支え合い体制づくりのためには、地域住民主体の取組と協力事業所との連携という

２つの側面からネットワークを強化するとともに、介護サービス事業所や医療機関、社会
福祉協議会等の各分野の専門機関等とのコーディネート役をセンターが担っていくことが
求められます。
そのためには、地域支え合い体制づくりのビジョンを関係者で検討し、その目指す目標

を共有することが重要となります。長期的目標と年次計画に基づく「地域支え合い体制Ｐ
ＤＣＡ」というようなものが必要でしょう。
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③　地域の社会資源の発掘と連携
芳賀町では、個人による居場所が積極的に運営されていることが分かりました。個人の

思いが詰まった居場所を心地よく感じ、頼りにしてくる人達がいます。そこにはゆるやか
な繋がりがあり、そして、地域の生の声とニーズがあります。そのような居場所と芳賀町
のような直営の地域包括が繋がることの意義は、これも言い尽くされたことではあります
が、まずは「顔見知りの関係をつくり」→「信頼関係が生まれ」→「情報共有」へと発展
していく可能性があるということです。そして、必要性があれば地域包括がサービス提供
者となれることもあるでしょうし、地域包括が庁内各部署へと情報伝達し、ニーズに合致
したサービスを提供できる場合もあります。
この「私的居場所」のように、町内には、これまで存在に気づいていなかったインフォ

ーマルな社会資源が多く存在している可能性があります。それらは芳賀町の地域支え合い
体制づくりにおいて貴重な財産です。そのような社会資源を発掘し、運営者及び参加者の
声とニーズに耳を傾け、現在展開されている活動がさらに充実していく方向性での連携が
求められます。
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インフォーマルな
社会資源

役場の各部署 地域包括

ここが直営の強み

情報

情報

個人

個人
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Ⅳ　地域包括支援センターのネットワークに係る
実態調査結果

１　調査の概要
（1）調査の目的 地域包括ケアシステムの構築に向け、地域包括支援センターが地域にお

ける支え合いネットワークの中核として十分に機能を発揮していくため
の方策を検討し、その普及を図ること。

（2）調査の対象 県内の地域包括支援センター　８４か所（直営１９、委託６５）
（3）調査の方法 ・市町村の担当課を通じて各地域包括支援センターへの調査票配付・回収

（平成23年９月　回収率１００％）
※調査票は、センターの業務全般について把握している者（センター長な
ど）が、地域包括支援センターの全体の状況を踏まえた上で記入
・ネットワークに係る特徴的な取組を行っているセンターに対し、フォロ
ーアップ調査を実施（平成24年１月　高根沢西地域包括支援センター）

２　調査結果のポイント
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３　配票調査の結果の概要
（1）地域住民へのセンターの周知
①　貴センターの存在や活動状況は、地域住民に周知されていると思いますか。（単数回答）
〔ｎ=84 直営：19，委託：65〕

センターの周知度については、直営、委託ともに、「ある程度周知されていると思う」が
70％を超えている一方で、「あまり周知されていないと思う」が25％を超えています。今後
地域包括ケアを中心となって担っていくセンターにとって、地域住民に知られているという
こと自体最低条件であり、センターの活動を通して認知度を高めていくという姿勢が求めら
れます。
なお、周知されていない理由の記答では、「若い世代に知られていない」という回答もあ

りました。今後、地域包括ケアを進めていく上で、留意すべき点と言えます。

【高齢者意識調査との比較】
介護サービスと住まいに関する高齢者意識調査「地域包括支援センターの認知状況」

なお、県内の高齢者10,000人（要支援・要介護の認定を受けた方5,000人、認定を受けてい
ない方5,000人）を対象として平成23年５月から６月に実施した「介護サービスと住まいに関
する高齢者意識調査」では、「地域包括支援センターを知っている（利用したことがある＋
利用したことがない）」が49.3％で、「どのようなところか分からない＋知らない」が44.1％
という結果でした。
地域包括支援センターを利用する主体である高齢者の半数にしか認知されていないという

結果を受け止め、センター設置の責任主体である市町村、そしてセンター自身が、認知度の
向上に向けた取組を強化することが求められます。
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②　地域住民の方に貴センターの存在や活動状況を知っていただくため、何か独自の取組を
行っていますか。（単数回答）〔ｎ=84 直営：19，委託：65〕

③　独自に行っている場合、具体的にどのような方法で行っていますか。（複数回答）
〔ｎ=84 直営：19，委託：65〕

センター独自の周知活動は、全センターが行っています。その内容としては、パンフレッ
トの配布・ポスターの掲示、介護予防教室の開催、認知症サポーター養成講座の開催が80％
を、関係機関が主催する会議への参加、地域の集会等への参加が70％を超えています。
直営と委託とを比較してみると、回答割合の差が15％前後以上となっている項目は、パン

フレットの配布・ポスターの掲示は委託＞直営、ホームページの開設、テレビ・ラジオの活
用、市町村の広報媒体の活用は委託＜直営という結果となっています。テレビ・ラジオの活
用は直営の３件のみであるため参考値ということになりますが、直営の方が多様な手段を用
いてバランスよく独自の取組を行っている状況がうかがえます。委託のセンターの認知度を
高めるということについては、センター設置の責任主体である市町村が支援を行う（例えば、
市町村の広報媒体の活用）姿勢が求められます。
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④　貴センターの存在や活動状況を地域住民に理解していただくため、今後どのようなこと
に力を入れるべきと思いますか。（自由記述）

今後力を入れるべきことを大別すると上記のとおりで、多様な回答がみられました。
特に、「ア　地域で開催される行事や会議等で周知する」については、自治会、老人会等

の集まりや地域の清掃などに参加し、顔の見える関係づくりを行う中で地道にＰＲ活動を重
ねていくという意見で、「ウ　地域資源（民生委員、自治会、各種団体、商店等）との連携
を強化する」については、民生委員等の関係機関はもとより、商店などの高齢者が立ち寄る
ところと日頃から連携を深めるといった意見であり、地域の理解を得ながらセンターの存在
を浸透させていくには、センター側から積極的に地域へ入っていくことの必要性をセンター
自身が重視していることがうかがえます。
また、「イ　自らが講座等の開催、居場所づくり、相談会等の場を設け周知する」は、地

域住民がセンターに関心を持ってもらえるような機会を積極的に設けるというものです。
「地域コミュニティセンターとの連携」「地域住民と今後の地域のあり方についてビジョ

ンを共有できる場を設定し、住民の理解者を増やす」「認知度の低い地域に対し重点的に説
明会・講習会等を仕掛ける」というような具体的かつ柔軟な発想の意見もありました。いず
れも委託のセンターからの意見です。
また、「（1）①の地域住民へのセンターの周知」の設問では、若年層に知られていないこ

とが指摘されましたが、新たなアプローチとして若年層などあらゆる世代への周知を行うと
の意見もありました。
なお、「名称が難しく覚えてもらえないので、親しみやすい名称にすることも必要かと思

われる」というものもありました。
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（2）センターにおける地域の社会資源の把握・連携状況
「地域の社会資源」とは、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、地域

で高齢者を支えるために活用できる、個人・団体・機関・施設等のあらゆる資源とします。

①　下記の「地域の社会資源」について、貴センターにおける各資源の把握状況や連携状況
等をお答えください。（複数回答）〔ｎ=84 直営：19，委託：65〕

全体、直営、委託ともに、把握～連携～情報共有が80％以上となっているのは、行政（介
護保険・高齢者福祉担当部署）のみとなっています。しかし、市町村行政の担当部署とは情
報共有も含め密接な連携が求められることを考慮すれば、連携等が十分でないセンターにお
いては、市町村側の対応も含め、連携を強化することが求められます。
把握～連携がともに80％以上となっているのは、社会福祉協議会、民生委員、介護支援専

門員、介護サービス事業所となっていますが、これらの社会資源はセンターが業務を行う上
で連携が不可欠な機関と言えます。情報共有への発展も含め、さらに連携を深めることが重
要です。
なお、直営と委託で比較すると、総じて直営の方が委託に比べ回答率が高い傾向にあり、

郵便局、警察、消防、保健センターでは特に回答率に開きがあります。
直営、委託ともに高齢者を支えるために必要な社会資源と連携を深めることが重要です。
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②　貴センターが把握している地域資源について、どのような方法で情報を整理しています
か。（複数回答）〔ｎ=84 直営：19，委託：65〕

地域資源の情報整理については、委託の方がより積極的であるという傾向がうかがえます。
リストの名称としては、地域資源リスト、社会資源リストが多く、その他には福祉便利帳、
医療福祉のしおり、困ったときの便利帳、高齢者に関する便利帳、福祉のお役立ち情報など
があります。マップの名称としては、社会資源マップ、地域資源マップがほとんどです。
他の機関等が作成した地域資源リストの入手先については、市町村担当課や市町村直営の

地域包括支援センター、社会福祉協議会が多く、それ以外では、医師会やケアマネ協会等の
関係団体、ＮＰＯ法人等となっています。

③　貴センターにおいて、地域の社会資源との間で情報を伝達・共有するための体制を整備
していますか。（単数回答）〔ｎ=84 直営：19，委託：65〕

情報の伝達・共有のための体制整備については、全体の70％が整備していないと答えてお
り、内訳を見ると、直営が約３割、委託が約８割で、委託のセンターでは情報の伝達・共有
の体制整備が進んでいない状況にあります。つまり、鬼怒、芳賀のモデルセンターでの検証
でも明らかになったように、こうした体制整備に関しては直営の方が取組やすいということ
がうかがえます。この体制整備は、地域におけるネットワークづくりにおいても必要不可欠
なポイントであることから、委託のセンターにおける体制整備を支援していくことが求めら
れます。
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④　整備している場合、どのような方法で情報を伝達・共有していますか。（複数回答）
〔ｎ=25 直営：13，委託：12〕

情報の伝達・共有の方法は、連絡会議等の開催が最も多く、次いで、電話（連絡網の作成
等）となっています。直接会って情報を共有することの重要性がうかがえます。委託では、
メーリングリストやファックスなどを用いた連絡体制が直営に比べて多くなっています。

⑤　貴センターの主催により、地域の社会資源の連携等を目的とした会議等（地域ケア会議
等）を開催していますか。※個別のケース会議は除く。（単数回答）
〔ｎ=45 直営：11，委託：34〕

センター主催による地域の社会資源の連携等を目的とした会議等を開催しているのは、全
体で50％を超えています。開催している割合は、直営が委託よりも高くなっています。直営
の場合は「センター＝市町村」というイメージが強く、会議等の開催が委託よりも容易なの
ではないかと推察されます。
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⑥　開催している場合、その具体的な内容を記入してください。
〔ｎ=84 直営：19，委託：65〕

【会議等の名称】

【会議等の開催頻度】

「地域ケア会議・地域包括ケア会議」という名称を使っているのは１０センターとなって
います。（直営・委託各５件づつ）。
会議の開催頻度は、全体では、年４～５回が最も多く、次いで、年２～３回、年６～11回

となっています。直営と委託を比較してみると、直営では年６回以上が半数を超えているの
に対し、委託では年６回以上は約25％にとどまる一方で年５回以下が７割を超えています。

【会議等の構成員】※地域包括支援センター以外の構成員
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会議の構成員については、ケアマネジャーや介護サービス事業者を中心とした会議と、自
治会や社会福祉協議会、民生委員等の地域の関係者を広く集めた会議に大別されます。なお、
「地域会議」という名称のものが２１件（すべて同一自治体で委託）ありますが、その構成
員は社協、民生委員のほかに自治会（もしくは連合自治会）、老人会などが含まれているの
が特徴で、行政は含まれていません。こちらについては、地域ケア会議のような専門性の高
いものではなく、地域内での報告会、情報交換・交流が主目的だと推察されます。
個別に見ると、民生委員児童委員関係者、社会福祉協議会関係者、自治会・コミュニティ

関係者が多くなっています。これは、「（2）①センターにおける地域の社会資源の把握・連
携状況」の連携状況と同じ傾向を示しています。
一方、医師・医療機関は、地域の社会資源の把握・連携状況において、全体で連携してい

るが約８割、情報共有しているが約４割であるのに対し、地域ケア会議等の構成員となって
いるとの回答はわずか４件となっています。このことから、医師・医療機関との連携は、個
別ケースにおける連携にとどまっているものと推測されます。
地域包括ケアシステムの構築に向け、医療と介護の連携強化が求められている中、地域の

様々な社会資源が情報共有する場である地域ケア会議に、医師・医療機関の参画を如何に進
めていくかが鍵となると思われます。

⑦　開催していない場合、その理由を具体的に記入してください。（自由記述）
〔ｎ=39 直営：8，委託：31〕

開催していない理由を大別すると上記のとおりで、「ア　個別に対応、ケース会議や担当
者会議で連携」が10件と最も多くなっています。また、業務が多忙で開催できないという理
由が散見されるほか、ネットワークを作るための具体的な手法を学ぶ機会もなく、知識も身
についていないため、その先のネットワーク化まで至っていない、地域との信頼関係が構築
されていないという意見もありました。地域の社会資源と情報共有し、地域包括ケアシステ
ム構築の一助としていくため、センターへの具体的な支援策も含め開催するための環境整備
が必要とされていることがうかがえます。
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⑧　貴センターにおいて、地域の社会資源と連携した特徴的な取組を行っていましたら、具
体的な内容（連携の相手方、取組の内容等）を記入してください。（自由記述）

特徴的な取組を大別すると上記のとおりで、自治会や老人会など地域の各種団体との情報
交換会、地域や高齢者サロンでの講座開催や出張相談会などが多くなっています。
特徴的なものとして、次の取組が挙げられます。
○鹿沼西（委託）では、民生委員定例会議やみまもり隊の集まりに参加したり、地域の医
院へ直接足を運ぶなど、地域との連携において独自の動きを行っています。
○壬生北（委託）では、銀行、理美容室などで認知症サポーター養成講座を開催し、サポ
ーターから情報を得ています。
○栃木市（直営）では、「ふれあい相談員」による家庭訪問の報告を毎月センターが受け
ることで、高齢者の状況・近況を把握しています。また同市では平成23年度、ネットワ
ーク推進会議・自治会共催で、「安心安全教室」を公民館で開催しています。

（3）地域における社会資源のネットワーク構築
①　貴センターの管轄地域において、日頃から連携が図られているネットワークがあります
か。（単数回答）〔ｎ=84 直営：19，委託：65〕
※　前記の貴センター主催の会議以外のネットワークを記入してください。貴センター以
外の機関が中心となっている場合も含みます。（単数回答）

日頃から連携が図られているネットワークを把握しているセンターは、全体で約38％にと
どまっており、直営は約53％、委託は約34％と20ポイント近くの差があります。ネットワー
ク構築に係る直営と委託の差の要因を明らかにし、対処していくことが必要となります。
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②　ネットワークがある場合、ネットワークの概要を記入してください。

センターが把握している既存のネットワークを大別すると上記のとおりで、約６割以上
（21件）が高齢者の見守りに関するネットワークであり、名称は「地域高齢者等見守りネッ
トワーク」「一人暮らし高齢者安心ネットワーク」「見守り隊、みまわり隊」「老人・SOSネ
ットワーク」等となっており、中心となっている機関は、行政担当課が10件、センターが６
件、自治会が４件となっています。
高齢者の見守り関連以外としては、「日常生活圏域会議」「地域福祉研究会」など地域の

様々な社会資源が集まり情報交換や地域課題等の検討を行うネットワークが４件、「気づき
の事例検討会」「ケアマネ連絡会」など、ケアマネジャー同士のケース検討など勉強会的な
ネットワークが３件、自治会を中心としたまちづくりに関するネットワークが３件となって
います。
ネットワークの中心となっている機関を全体で見てみると、行政が１３、センターは１２

となっています。
なお、特徴的な取組として、高根沢町（委託）では、サービスをネットワーク化し、地域

ニーズの掘り起こしなど行うことを目的とした在宅福祉ネットを構築しています。構成員は
町内の16の介護保険事業所、障害者事業者、社協など町内全16の事業所となっています。

③　地域において社会資源のネットワークが効果的に機能するためには、どこがネットワー
クの中心を担うべきと考えますか。（単数回答）〔ｎ=84 直営：19，委託：65〕
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全体では、行政（高齢者福祉所管課等）が44％と最も多く、次いで地域包括支援センター
が約38％となっています。これは、「（3）②日頃から連携が図られているネットワークの中
心となっている機関」と同じ傾向となっています。
直営と委託を比較すると、行政、地域包括支援センターでは直営の方が回答率が高いのに

対し、社会福祉協議会、その他では委託の方が回答率が高くなっています。なお、その他と
しては地域自治組織、センターと行政の協働などが挙げられています。
センター自らがネットワークの中心を担うとの認識も一定程度ありますが、行政がネット

ワークの中心を担うという認識も強いことから、どこがネットワークの中心を担うことが効
果的なのか、センターがネットワークの中心を担っていくためには何が必要なのか、地域包
括支援センター運営協議会を活用するなどして、十分に検討することが求められます。

④　地域包括支援センターが、地域の社会資源のネットワーク構築を進めていくために、何
が課題となっていると考えますか。（特に課題と考える３項目を選択）
〔ｎ=84 直営：19，委託：65〕

全体では、「ネットワークづくりを行う余裕がない」が最も多く、次いで「関係機関の理
解・協力」「地域住民の理解・協力」となっています。直営と委託で比較すると、「関係機関
の理解・協力」「地域住民の理解・協力」は直営の回答率が高く、「ネットワークづくりを行
う余裕がない」「ネットワークづくりのためのノウハウがない」は委託の方が回答率が高く
なっており、直営と委託で課題認識に違いが見られます。
直営ではネットワーク構築がある程度進められているが故に、関係機関や地域住民の理

解・協力に関する課題に直面しているセンターが多く、委託ではネットワークを構築する段
階に至っていないセンターも多いことが推測されます。
センターの取組状況等に応じたネットワーク構築の方策を検討していくことが求められま

す。
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⑤　地域包括支援センターにおいて、地域における社会資源のネットワークを構築していく
ために、工夫していることや効果的な取組などがありましたら、記入してください。
（自由記述）

ネットワーク構築のための工夫や効果的な取組を大別すると上記のとおりです。
「ア　地域と顔の見える関係づくり、積極的に包括をＰＲ」では、地域から活動要請など

があった場合は進んで協力するだけでなく、こちらから「地区の行事の際には声をかけてほ
しいとお願いする」というもの、また、顔を覚えてもらうという点では「地域の回覧のチラ
シに職員の写真と名前を入れることで、訪問時に“顔を知っている”と言ってもらえる」と
いう例も挙げられました。
「イ　地域の情報を収集、地域や自治会との連携強化、地域への働きかけ」では、地縁団

体とのネットワークについて「センターが前に出すぎないようにする。」「自治会の負担にな
らないような取組支援」という心情面での配慮についての指摘もありました。
「ウ　個別事例を通した連携強化」「エ　小さなネットワークから広げていく、既存のネ

ットワークを活用」については、いきなり大きなネットワークというより、個々のケースを
通して確実に各機関と連携していくこと、小さなネットワークから大きなものへ発展させて
いくという考え方となっています。どうすれば対象の機関や住民がネットワークの必要性を
感じることができるかという視点に立ち、通常の講座形式だけでなく「実際に何かのケース
が発生したタイミングで、積極的に訪問を行ったり、ケース検討会議に出席してもらうなど
のアプローチをする過程を通し、実際に機能する生きたネットワークの構築を図っていく」
という具体的かつ現実的なアイデアが示されています。

⑥　地域包括支援センターは、地域における支え合いネットワークの中核として機能してい
くことが期待されていますが、地域のネットワーク構築に対して御意見等がありましたら、
記入してください。（自由記述）
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地域のネットワーク構築に対する意見を大別すると上記のとおりです。
まず、センターが地域における支え合いネットワークの中核になること自体に対しての意

見としては、これまでの設問回答とも重複していますが「人員の確保ができておらず余裕が
ない」、あるいは「認知度が高くない現状から、コーディネート機関として機能するのは不
安がある」「包括がネットワークの中核にはなりきれない。常に行政の協力が必要」「地域が
ネットワークそのものの必要性を感じていない」といった意見がみられました。
では、センターがネットワークの中核になるためには何が必要なのでしょうか。
まず、「ア　予防プランなどの業務が負担を解消することが必要」については、これまで

の設問でも繰り返し意見が出されていましたが、業務が多忙でネットワークづくりに取り組
む余裕がないというものです。この点については、平成24年４月から介護予防のケアプラン
作成を居宅介護支援事業所に委託できる件数の上限が撤廃されることから、業務負担が若干
軽減されるものと思われます。
「イ　ネットワーク構築に向けた行政のサポートが必要」では、地域の各種団体や医療機

関等がネットワークをイメージできるような説明会等を行ってほしい、ネットワークづくり
のノウハウ習得の研修を行ってほしい、他のセンターの取組等の情報交換の場を設けてほし
い等の意見が見られました。いずれもネットワークづくりへの意欲があることを前提に、行
政の後押し等を求める内容となっています。中には「行政で３日間連続のネットワーク研修
の計画を立て、ゼロから地域ケア会議開催までのプロセスを明らかにし、各プロセスにおけ
る事例等をふんだんに使った具体的な研修を行う」といった具体的な提案もありました。
「ウ　地域との連携を基本として地域の実情に合わせて時間をかけて構築する」では、セ

ンターの役割について地域住民や関係者が理解し、ネットワークの必要性を認識すること、
地域に入っていくには、時間をかけてゆっくり進めていく、中核としてすぐ入ろうとせず、
地域にあわせていくことが大切、地域と対等な立場で地域に解け込むことが必要といった現
場の実感がこめられた意見がありました。
「エ　ネットワーク構築のための職員体制の強化が必要」では、新たにコミュニティワー

カーや専任スタッフの配置が必要との意見がありました。
その他にも、「情報共有の部分で行政と委託包括は連携するべき。それぞれの機関が他機

関に丸投げするのではなく、機関同士の連携が必要」「小さな包括単位での取り組みだけで
は効率的な構築ができず十分な機能が発揮できないため、社会福祉協議会も含め市全体での
取り組みが必要」「事例を通した訪問活動やケース検討会を通じて地域の中にある既存のネ
ットワークとつなげていく」など、様々な意見がありました。
ネットワークの構築に向けては、センター自らが取り組むべき課題もありますが、地域包

括ケアの視点で、行政はもとより、地域住民や関係機関等の各主体がネットワークの必要性
を認識して、できることから取り組んでいくことが重要と言えます。
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４　フォローアップ調査結果の概要
配票調査の結果、高根沢西地域包括支援センターでは、町内の福祉関係団体等で組織する

「高根沢町地域福祉ネット」の事務局を担うなど、ネットワーク構築で特徴的な取組を行って
いることから、フォローアップ調査（聴き取り調査）を実施しました。

（1）高根沢西地域包括支援センターの概要
○　西地域包括支援センターは町からの委託。受託者は社会福祉法人光誠会
○　５名のスタッフ
センター長（社会福祉士）：１名、社会福祉士１名、看護師：１名、
主任ケアマネジャー1名、社会福祉主事・介護士：１名

○　介護予防が業務の７割程度を占める。スタッフ一人当たり平均すると４０名のケース
○　主に社会福祉士２名が地域でのネットワークを担当。町在宅福祉ネットについては大
貫センター長がメインで担当
○　町から委託された事業以外のことをセンターが行うことについて、町担当部署からクレ
ーム等はない。在宅福祉ネットのことも町の担当者は了解している。情報共有が大切。在
宅福祉ネットの活動についても大変協力的。印刷してくれたり会議室を用意してくれたり、
また、町のＨＰに情報をアップしてもらっている。
○　在宅福祉ネットについては、センターとして引き続き積極的に関わっていきたい。
○　包括センターのみで支え合いネットワークを構築するのは困難
○　地域との関係ということでは、民生委員に入ってもらって地域ケア会議を小学校区単位
で月１回開催している。

（2）高根沢町在宅福祉ネットの概要
①　設立の経緯
○　ＮＰＯ法人グループたすけあいエプロン事務局長菅野氏の呼びかけで在宅福祉ネット
の立ち上げへ
○　ＮＰＯ法人グループたすけあいでは、平成７年より有償ボランティアによる事業を展
開しており、地域ケアのためにはネットワークが必要だということを常々感じていたが、
関係者間での情報共有がなかなかうまくいっていなかった。そのような中、地域包括ケ
アという方針が厚労省から打ち出され、なんとかしなければということで、菅野氏が社
会福祉協議会、高齢者福祉と障がい者福祉の事業者に呼びかけた。
○　平成２２年６月準備会設立、平成２２年１１月設立総会
○　まずはお互いを知るために、互いの施設見学会を平成２３年３月より開始（継続中）
②　役員、構成団体
○　会長：菅野氏、副会長：笹崎氏、事務局：高根沢西地域包括支援センター
○　構成団体：１６事業所（介護・高齢者福祉サービス事業者で居宅サービス系と施設サ
ービス系、障がい者福祉サービス事業者の居宅サービス系に分類される。）
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③　目的など
＜目的＞
○　構成事業所それぞれが持っているネットワークを上手く使いこなすというコンセプト。
○　ｗｉｎ－ｗｉｎの関係づくりであり、ワンストップサービスを目指す。
ア　つまり、相互補完により、より良いサービスを提供する。
イ　サービスの質の向上
ウ　情報の共有
エ　研修等による職員のレベルアップ　など

＜機能＞
ア　情報機能（情報共有と情報発信）
イ　調整機能（関係機関によるネットワーク構築など）
ウ　開発機能（社会資源の開発、改善）
エ　教育機能（会員の資質向上）
オ　権利擁護機能（権利擁護に関する取組）

＜委員会＞
○　これから立ち上げ予定
ア　自らのスキルアップを目指す委員会
イ　家族介護のスキルアップを目指す委員会
ウ　地域への情報発信を高める委員会
以上ア～ウにより、地域全体の福祉力、介護力を高めたい。

④　将来展望
○　在宅福祉ネットに、医療関係者、町議員なども入れていく。ネットを広げ重層的にし
ていく。そのことにより地域の見守りネットを構築→そして地域包括ケアの実現へ

（3）高根沢町地域ケア会議の概要
①　会議の構成員
町行政職員、社会福祉協議会職員、民生委員、在宅介護支援センター職員、障害児者相
談支援センター職員

②　会議の目的等
○　関係機関の情報交換（行政からの新たな制度等の説明、各機関の現況報告など）
○　困難事例等の検討（各機関の事例等についての意見交換等）
③　開催回数等　　月１回（年12回）開催
④　特記事項
○　民生委員が会議に参加しているが、毎回、小学校区ごとの持ち回り参加とし、地区を
担当する民生委員のうち都合が付く方（毎回５～１０名程度）が参加している。
○　会議では、地区が抱える課題等について情報交換等を行っている。
○　代表だけでなく個々の民生委員に会議に参加いただくことで、地域の情報を得るとと
もに、民生委員とセンター職員が顔の見える関係を築くことかできる。

（4）高根沢町社会福祉協議会との関係
○　センターでは、町社協が把握している一人暮らし高齢者について情報提供を受けるな
ど、事業を行うに当たって連携している。
○　在宅福祉ネットメンバーが町社協の各種委員会の委員などを兼務しているため、情報
共有が自然とできている。
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○　例えば、町社協による「福祉認定店」制度にも在宅福祉ネットメンバーが関与
＜福祉認定店＞店員などが研修会に参加　→認定シールを発行（店舗が掲示）
→認定店マップを現在作成中
○　町社協では３か所で居場所づくりを実施。居場所はとても重要。

（5）考察
高根沢町在宅福祉ネットは、地域包括支援センターのみに負荷がかかるネットワークづく

りではない連携型のネットワーク、すなわちインターネットのウェブ（クモの巣）のように、
次々と広がっていくというイメージとして捉えられます。そのきっかけを菅野氏がつくり、
在宅福祉ネットが町内の福祉ネットワークの基盤となっています。地域包括ケアを構築して
いくための現実的な方法論を示しているとも言えます。在宅福祉ネットの事務局をセンター
が担うことは、センター自体のネットワークを広げ、活動基盤を強化することにもつながっ
ています。
また、委託者である高根沢町と受託者であるセンターの関係づくりについても、示唆する

ところが多くありました。一緒に創り上げていくという意識が双方になければ、委託のセン
ターが地域包括ケアを担うことは、その根底から揺らぐことになります。
なお、今回の聞き取り調査では、高根沢町在宅福祉ネットについて、高齢者福祉、障がい

者福祉以外の領域への展望を聞くことはできませんでした。「地域包括ケアとは何なのか」、
ということの理解と共有が重要であることが示唆されました。

高根沢町在宅福祉ネット冊子
http：//www.town.takanezawa.tochigi.jp/life/fukushi/zaitakufukusinet.pdf
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Ⅴ　ネットワーク構築に係る課題と提言

本章では、モデルセンターの取組と検討結果（３章）及び地域包括支援センターのネットワ
ークに係る実態調査結果（４章）を受け、地域支え合いのネットワークづくりへ向けての課題
と提言について述べます。

１　地域包括支援センターへの提言
（1）センターの運営体制

■　地域と関わり、関係づくりをするという面で、センター職員のキャリア形成を進め
ることが求められています。
■　センターが担当する地域全体の将来ビジョン（地域の将来像）が明確でない中、地
域支え合いネットワークを含め、センターが目指すべき姿を見いだすことは容易でな
い状況となっています。
■　直営のセンターでは、柔軟性に欠けるなど行政であるが故の制約もあり、新しいこ
とへのチャレンジが難しい場合もあります。
■　人事異動や退職などで職員が入れ替わり、地域住民との信頼関係づくりが困難な場
合があります。

①　ネットワークを紡ぎ出すための人づくり
新たにコミュニティワーカーや専任スタッフの人員を、センターに配置することが望ま

れます。センターの通常業務以外に、自由な動きができる職員を１名は確保できるような
体制が理想です。
加えて、具体的かつ実際にネットワークをつくり、機能させている成功事例などを交え

た研修を行います。また、地域へどのように入っていくのかなどについて、地域の（地縁
団体の）人に講師を依頼するなどして、実地研修などを行います。委託型のセンターでは、
高根沢町のような委託型の成功例で実際にそれを動かしている人の話を聞く機会をつくる
ことなども考えられます。

②　チームビルディング
地域支え合いネットワークづくりのために新たにスタッフを配置することは、現実的に

はなかなか容易ではありません。したがって、現状の職員配置の中で、プロジェクトを動
かしていくチームづくりが必要となります。そのため、高齢者介護ばかりでなく、様々な
分野の人たちとの連携により、新しい方向性や方法論を見いだせる可能性を拡げることが
求められます。既に地域での動き（居場所づくりなど）があれば、それとうまく連携する
ことも重要です。
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③　ワークショップ型研修の実施
センターの役割、位置づけを明確にするために、ワークショップ型研修などを行う必要

があります。まず、センター職員が、将来（例えば10年後）にどのような地域していきた
いのかを地域の関係者などと共に考え、ビジョンを共有します。次に、そのビジョンに近
づけるために、現在のセンターがどうあるべきなのかを検討することが必要です。検討し
た将来のビジョンとその実現のための方策については、センター職員だけでなく行政担当
課や地域の関係者とも広く共有しておくことが望まれます。

④　信頼関係構築への配慮
顔のみえる関係、地域との本当の信頼関係を築いていくには、少なくとも３年以上が必

要です。しかし、直営では定期的に人事異動があったり、委託でも法人内の配置換えや退
職等により職員の入れ替わりがあります。仮に職員が入れ替わったとしても、地域との信
頼関係の構築に支障が出ないよう、センター内での体制づくり等を工夫する必要がありま
す。

（2）地域や関係機関との連携

■　センターの認知度は高いとは言えず、コーディネート機関として機能するため、い
かに地域との信頼関係を構築していくかが課題です。
■　センター、地域（関係機関、自治会など）、行政間の情報共有が十分ではない現状
があります。情報の共有は地域支え合いのネットワークづくりにおいては、必要不可
欠であり、また、“根っこ”の部分でもあるため、確実な対応が求められます。
■　医療と介護の連携が十分ではない現状があります。地域支え合いネットワークにお
いては、高齢者の福祉（より良く生きる）に直接的に関与する医療と介護に携わる専
門家間の連携が大切です。しかし、多忙な職場であることも影響しているのでしょう
が、なかなか上手くいっていない実態があります。
■　センターと地域のＮＰＯ、ボランティア団体との連携が十分ではありません。ＮＰ
Ｏ、ボランティア団体の中には、専門性が高く活動テーマに関する強いネットワーク
を持っている場合が多々あります。地縁的な組織だけではなく、ＮＰＯ等とも連携す
ることにより、地域支え合いネットワークづくりの可能性が高まることになります。
■　地域ケア会議を開催しているセンターが半数にとどまっています。地域ケア会議は、
専門的な判断が必要な事例（ケース）について専門職と共に検討したり、センターの
活動内容を地域の様々な関係者（行政、医療機関、介護サービス事業者、社会福祉協
議会、自治会など）などと共有するという、地域支え合いネットワークづくりにおい
て重要な役割を担う場です。このため、地域ケア会議の活性化が課題となります。
■　地域（住民、関係機関）が、地域支え合いネットワークそのものの必要性をまだ感
じていない現状があります。
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①　地域との関わり方、地域への入り方への配慮
地域の課題等は、センターだけで解決できるとは限りません。地域資源を把握し、地域

の課題を掘り起こし、それを適切な機関（社協など）につなげるブリッジ（架け橋）の役
割をセンターが担ってくことも効果的です。また、地域との関係づくりは時間をかけてゆ
っくり進めることが肝要です。地域にはそれぞれの価値観や方法論があり、それらを尊重
すべきです。

②　地域ケア会議への多様な主体の参画
センターが主催する地域ケア会議へは、多様な主体の参画が望まれます。特に、市町村

は、センター設置の責任主体であり、直営、委託に関わらず積極的に参加する姿勢が必要
です。
また、医療関係者については、個別ケース等で連携が図られているものの地域ケア会議

への参加は少ない現状があります。地域包括ケアの実現に向け医療と介護の連携を強化す
る観点から、ビジョンの共有や活発な情報交換を行うことが望まれます。
さらに、地域支え合いネットワークを構築し、機能させるには、まちづくりやコミュニ

ティという観点からの取り組みも必要となることから、まちづくりやコミュニティの関係
者が地域ケア会議に参加し、地域の問題やニーズを共有し、施策へ反映させていくことも
重要です。

③　居場所づくりから始めるつながりづくり
地域の中でのつながりをつくるための一つの方策として、「居場所」づくりを進めます。
「居場所」は常設である必要はなく、地域のコミュニティセンターや公民館など公的な

施設の活用が考えられます。また、増えつつある地域内の空き家などを活用し、マイナス
イメージを転じていくことも重要です。（例えば、コミュニティカフェは代表例であり、
その先進事例として新潟の「うちの実家」があります。）
センター職員は、時々「居場所」に顔をみせて地域住民と共に食事やおしゃべりをし、

そのなかで地域の情報を得ていきます。既に地域での動き（居場所づくりなど）があれば、
それとうまく連携することが望まれます。
特に、「地域づくりをしたい」「地域のための何かやりたい」という人たちの居場所づく

りが重要です。例えば、男性が活躍しやすい「地域のこまりごと解決隊」（電球を取り替
えるなどちょっとした困りごとへの手助け）の事務所として兼用するということも考えら
れます。そのことにより、地域とのつながりづくりが苦手で、ひきこもりがちになりやす
い、地域の男性も集まりやすくなります。
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（3）ネットワーク構築のプロセス

■　ノウハウの不足や人員の確保、業務が多忙で余裕がないことなどが、ネットワーク
構築への支障となっています。
■　高齢者見守りネットワークの参加団体等のモチベーション向上など、既に構築した
ネットワークを維持、拡充していく必要があります。
■　直営の強みが十分に活かされていないセンターもあります。

①　『地域包括ケアを支えるネットワーク構築マニュアル』（平成20年10月）の有効活用
県では、上記マニュアルを発行するとともに、ネットワークの構築を支援するために、

アドバイザー（ネットワークづくりに知識や経験を有する専門家）に協力してもらえる体
制を設けています。これまで、アドバイザー派遣制度によって、ネットワークづくりが進
んだ地域があるなど、一定の成果を挙げているところです。
今後も引き続き、アドバイザー派遣制度の活用が求められます。併せて、マニュアルを

活用するための研修会等を開催することにより、地域支え合いネットワークづくりを一段
と加速することを目指すべきです。

②　本業の中でのネットワークづくりを
センターの主たる日常業務（総合相談や介護予防ケアマネジメント事業など）の積み重

ねの中で、地域との信頼関係などをていねいに作り、こうした本業の中でもネットワーク
づくりへの足がかりをつくっていくことができるということを、センター職員が認識する
必要があります。つまり、“小さなつながり”から“しっかりとした広いつながり”へ発
展させていくことができるのです。本業が多忙であるからネットワークができないという
ことではなく、多忙の中にネットワークづくりのきっかけがあるということに気づき、そ
ういう意識を持って本業に取り組むことが期待されます。

③　実践を通したネットワークづくり
ネットワーク構築については、実際に地域で何か問題が発生したタイミングで、ケース

検討会議や地域ケア会議などに関係者に参加してもらうなどし、そこでの実践を通してネ
ットワークを構築していくことの必要性を認識してもらうことが肝要です。

④　見守りネットワークのモデルの構築
芳賀町の稲毛田みまわり隊が好例であるように、見守りネットワークのモデルを構築し、

そこでノウハウを蓄積しつつ、他地区にも波及させていきます。身近に成功例があること
により、安心して始めることができます。

⑤　ネットワーク参加者への支援
既に構築されたネットワークでは、ネットワークの参加者（事業者や住民など）が、活

動を継続していくうえで直面している様々な困難（見守りに行ったら範疇外のことも頼ま
れてしまう、個人情報保護をどこまでやればよいのか等）について、センターが的確な助
言や支援を行っていく必要があります。
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⑥　ネットワークのＰＤＣＡ
すでに構築されているネットワークのＰＤＣＡ（Plan→Do→Check→Action→）サイク

ルをうまく回していくために、具体的なネットワーク構築の事例を交えた研修を行うとと
もに、参加者の間の情報共有化を図ります。特に、参加者の士気の維持につながる研修会
をしっかりと位置づけていくことが大切です。

⑦　行政の強みを活かしたネットワークづくり
直営のセンターでは、地域ケア会議の開催やネットワークづくりを行うに当たり、行政

の関係部署や関係団体、事業所、自治会等に対し、比較的に参加の呼びかけを行いやすい
と言えます。しかし、現状では、全てのセンターでそうした取組が効果的に行われている
訳ではありません。先進事例も参考にしながら、各センターが直営の強みも活かしながら
積極的に取り組み、取組を県内に波及させていくことが必要です。
その際には、参加する関係団体等に対し、上から押しつけるのではなく、協働する視点

を常に重視し、各関係者等が活動しやすい環境づくりをしていく必要があります。

２　行政への提言

①　センターと共に創り上げていくという姿勢
委託のセンターに対し、委託内容だけでなく、地域の実情に応じて、行政とセンターが

柔軟にやるべきことをやっていくというスタンスが不可欠です。高根沢町のように、行政
サイドと委託されたセンターとの密な協力関係、要は一緒に地域支え合いネットワークを
創り上げていくという姿勢が求められます。
また、直営のセンターについても、行政内の他の部署がセンターと連携・協力し、セン

ターの業務を支えていくという姿勢が求められます。

②　ビジョン検討の共同研修会の開催
今回の一連の調査の中で、センターが担当する地域の将来ビジョンを地域住民、行政職

員とセンター職員が共有することが重要であることが明らかになりました。そのために、
地域ビジョン検討のための研修会を開催することが有効です。これは、地域支え合いネッ
トワークづくりの土台として、「まちづくり」の観点が重要なことから、センター職員か
ら指摘された事項です。
地域ビジョンの検討に当たっては、該当地域に関する基礎調査も必要なことから、その

ような作業を通して地域の現状と課題、強みと弱み、地域資源などを客観的に把握できる
というメリットもあります。
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③　関係機関、事業者等の参画への支援
ネットワークづくりを進めるに当たり、様々な関係機関、特に事業者への参加を依頼す

る場合、行政担当課は全面的にセンターをバックアップする必要があります。直営のセン
ターは行政と一体化して地域から見られていることもあり、比較的、参加依頼は容易とな
っていますが、委託の場合は「一事業者」として見られることもあり、関係機関や事業者
の参加を求めることは困難を伴います。このため、特に委託のセンターにとって、関係機
関や事業者に参加を求める際に行政からの支援は必須と言っても過言ではありません。市
町村が設置する地域包括支援センター運営協議会を活用するなどして、行政がセンターの
ネットワークづくりを支援することが必要です。
また、地域支え合いネットワークは、地域住民や事業者等の理解と協力がなければ有効

に機能していきません。広報活動を積極的に行うなどして、地域の意識を高めていく必要
があります。

Ⅵ　おわりに　地域包括ケアへ向けて

最後に、地域包括ケアの推進へ向けて、また、地域支え合いネットワークづくり構築の礎とし
て、本調査を通して行政関係者、センター関係者、地域住民から指摘された事項を記します。
まず、地域包括ケア、ネットワークづくりは、住まいづくりとの連携にも留意すべきです。住

まいづくりは一人ひとりの生活の基盤であり、そこが不十分であれば生活への不安が払しょくさ
れることは難しくなります。
次に、センター職員はコーディネーターなのか、プレーヤーなのか、あるいは両者なのか、そ

れともコーディネーター以前のブリッジ（つなぎ役）なのか、その認識をセンター職員は明確に
するとともに、行政関係者、地域住民などと共有することが必要です。
また、直営と委託でネットワークづくりのコンセプトに相違があることを認識すべきです。
今回の一連の調査から、地域支え合いネットワークの中心になるのは、直営のセンターでは比

較的容易ですが、委託のセンターに直営と同じ発想でネットワークづくりを求めることは困難で
あることが明らかになりました。直営は、どちらかというと自治体全体のまちづくりの中（ビジ
ョン）にきちんと位置づけられており、そういった中では動きやすいですが、委託は、自治体全
体あるいは各地域において、そのような明確な位置づけが十分になされていないのが現状です。
従って、委託については、地域に存在する様々なネットワークの中心（歯車）の一つ、すなわ

ちその一つが動くと他も連動して動くという、そのようなネットワークイメージが現実的である
と言えます。地域づくりの明確なビジョンをまずつくることができれば、その中でセンターがど
ういう歯車として動いていくべきなのかがより明らかになると考えられます。
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最後に、「地域社会における地域包括支援センターの新しい役割」を以下に示します。
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地域包括支援センターがつなぎ役の中心となるネットワークイメージ図
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